
水災の警戒、防御、これによる被害の軽減を目的とし、水防組織、水防活動等のソフト施策を中心に規定。

従来の水防法

解釈上「洪水又は高潮」に含まれるものとして、「津波」による災害にも対応

東日本大震災による大規模な津波災害

ハード・ソフトの施策を柔軟に組み合わせて総動員さ
せる「多重防御」の発想による津波防災の推進

津波防災地域づくり法

水防法における「津波」の位置づけを明確化した上で、同法に基づく津波防災を強力に推進

平成２３年１２月２７日施行

目的規定等に
おける「津波」
の明確化
（１条、２条、３条の
２、１０条、１６条、
２９条）

→目的規定にお

いて「津波」を追
加するとともに
「津波」が洪水予
報、水防警報等
の対象となること
を明示。

水防活動従事者
の安全配慮
（７条、新３３条）

→津波の発生時に

おける水防活動そ
の他の危険を伴う
水防活動に従事す
る者の安全の確保
が図られるよう配慮
されたものでなけれ
ばならない。

水防計画の見直し

巡視の対象
への津波防
護施設の追
加
（９条）

→水防管理者

等は津波防護
施設を巡視等
しなければな
らない。

洪水ﾊｻﾞｰﾄﾞ
ﾏｯﾌﾟと津波、
土砂災害
ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの
一覧化
（１５条）

→津波災害警

戒区域における
津波ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ
等については、
洪水ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ
が作成される場
合には、これと
一覧できるよう
にして周知する。

津波避難訓
練への参加
（新３２条の３）

→水防団、消

防機関、水防
協力団体は、
津波災害警戒
区域において
実施される津
波防災訓練に
参加しなけれ
ばならない。

国土交通大臣による特定緊急水防
活動の実施
（新３２条、新４３条の２）

→著しく激甚な水災が発生した場合におい

て、水防上緊急を要すると認めるときは、以
下の特定緊急水防活動を行うことができる。
・浸入した水の排除
・浸水した区域等の監視
・浸水の量の観測

・監視、観測の結果に基づく浸水する区域・
時期又は浸水の量の予測
・人工衛星通信による通信の確保

・堤防等が決壊した場所における仮締切等
の作業

水防訓練の
実施の拡大
（新３２条の２）

→指定管理団

体以外の水防
管理団体も水
防訓練を行う
よう努めなけ
ればならない。

津波による災害を防止し、又は軽減する効果
が高く、将来にわたって安心して暮らすことの
できる安全な地域の整備、利用及び保全を総
合的に推進（同日施行）

改正後の水防法

津波防災を含む水防活動全体の強化

水防法の一部改正について（津波防災地域づくり関係法律整備法）
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